
  

一 

消
費
税
率
の
引
上
げ
の
凍
結
及
び
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
の
廃
止
に
関
す
る
法
律
（
案
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
つ
い
て
、
現
下
の
厳
し
い
経
済
状
況
及
び
一
層
の
歳
出
の
削
減
を
図
る
取
組

が
不
十
分
で
あ
り
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
て
い
な
い
状
況
に
鑑
み
、
こ
れ
を
凍
結
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

と
と
も
に
、
消
費
税
（
地
方
消
費
税
を
含
む
。
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
軽
減
税
率
制
度
に
つ
い
て
、
対
象
範
囲
に
対

す
る
国
民
の
不
公
平
感
が
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
こ
れ
に
係
る
財
源
の
確
保
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
に
鑑
み
、
こ

れ
を
廃
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
消
費
税
率
の
引
上
げ
」
と
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な

改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
条
及
び
社
会
保

障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
消
費
税
率
（
地
方
消
費
税
率
を
含
む
。
）
の
引
上
げ

を
い
う
。 



 

二 

（
消
費
税
率
の
引
上
げ
の
凍
結
等
） 

第
三
条 

消
費
税
率
の
引
上
げ
の
期
日
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
日
と
す
る
も
の
と
し
、
政
府
は
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制

上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
当
た
っ
て
は
、
国
会
議
員
の
定
数
削
減
、
国
会
議
員
の
歳
費
及
び
手
当
の
削
減
、
国
家
公
務
員
の

人
件
費
の
削
減
等
の
歳
出
の
削
減
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
国
の
不
要
な
資
産
の
売
却

等
の
歳
入
の
増
加
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
別
に
法
律
で
定
め
る
日
に
つ
い
て
は
、
経
済
状
況
、
前
項
の
措
置
に
よ
る
歳
出
の
削
減
及
び
歳
入
の
増
加
の
成

果
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
の
廃
止
） 

第
四
条 

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
は
、
廃
止
す
る
も
の
と
し
、
政
府
は
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。 

附 

則 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



  

三 

理 

由 
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
つ
い
て
、
現
下
の
厳
し
い
経
済
状
況
及
び
一
層
の
歳
出
の
削
減
を
図
る
取
組
が
不
十
分
で
あ
り
国
民

の
理
解
が
得
ら
れ
て
い
な
い
状
況
に
鑑
み
、
こ
れ
を
凍
結
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
消
費
税
の
軽

減
税
率
制
度
に
つ
い
て
、
対
象
範
囲
に
対
す
る
国
民
の
不
公
平
感
が
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
こ
れ
に
係
る
財
源
の
確
保
が

な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
に
鑑
み
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出

す
る
理
由
で
あ
る
。 


